
トランクルーム保管料率表 
（平成２６年４月１日変更） 

平成２６年４月１日、税別表示方式に変更 

 
１、 適 用 規 定 

（1） 本料率表は、トランクルームサービス約款により保管する物品について適

用します。 

（2） 保管料は暦日によって、１日から１０日まで、１１日から２０日まで、

２１日から末日までを、それぞれを１期として計算します。 
（3） 一般家財の保管面積は、梱包した状態により計算します。 
（4） 和、洋服類、文書類などで寄託者の容器による保管の引受の場合は、

容器の大きさにより、本料率表の料率に準じて料金を設定します。 
（5） 請求各口につき５０銭未満の端数があるときはその端数を切り捨て、

５０銭以上１円未満の端数があるときはその端数金額を１円として

計算します。 
（6） 請求１口の保管料総額が５００円（税別）に満たないときは５００円

（税別）とします。 
（7） 特大品、積載不適、積載制限物品については、基本料率による料金の

ほかに寄託者と協議の上、決定した金額を申し受けます。 

 
２、 基 本 料 率 

品  目 単  位 保管料 保管条件  

家
財
家
具
類 

 
一般家財 3.3 ㎡につき 

 8,000 円  

 (1 ヶ月)   
常温  

一般家財  専用コンテナ 
14,000 円   

（1 ヶ月） 
常温  

一般家財 専用コンテナ 
 17,500 円 

（1 ヶ月） 
常温  

一般家財 3.3 ㎡につき 
 10,000 円  

 (1 ヶ月)   
定温  

一般家財  専用コンテナ 
21,000 円   

（1 ヶ月） 
定温  

一般家財 専用コンテナ 
 26,2500 円 

（1 ヶ月） 
定温  

 
 

和、洋服類 スチールケース 0.11  500 円 (１期) 定温  



毛皮、コート １ 着   400 円（１期） 定温  

文書、書籍類 ダンボールケース 0.04    80 円 (１期) 常温   

 
３、 その他の料金 
 くん蒸費、梱包作業費、ダンボール箱代等は別途実費を申し受けます。 
寄託者の要求により特別の事務処理を行った場合には次の料金を申し受けます。 
イ、 在庫証明書、在庫報告書、送り状、温湿度等の調査報告書又はこれらに

準ずる諸書類の作成 ： １件に付き５００円（税別）以内 
ロ、 電算機その他の機器を使用して特別な事務処理等を行った場合：寄託者

と協議の上、決定した金額 
   寄託者の要求により貨物の検品・検査立会、機械による湿度調整、その

他の貨物の保管に特別の手数又は設備を要した場合は、寄託者と協議の

上、決定した金額を申し受けします。 

 
４、 消 費 税 の 加 算 
 消費税は、１から３までによって計算した料金総額に消費税(地方消費税を含

む)に相当する金額を別途加算の上、申し受けます。 
 加算に当っては、１円未満の端数が生じたときは１円単位を四捨五入します。 

 
５、 適 用 地 区 

トランクルームの名称 所 在 地 

濃飛倉庫運輸株式会社 

ノーヒ・トランクルーム 
岐阜県岐阜市 

 


